


【国保】 
 

D-488 大腿骨同時撮影加算（骨塩定量検査（DEXA 法））（骨粗鬆症疑い） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、骨粗鬆症疑いに対して DEXA 法による腰椎撮影における

大腿骨同時撮影加算の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015版によると、骨粗鬆症の診断

において、骨評価として Dual-Energy X-ray Absorptiometry（DEXA）

を用いる場合、腰椎と大腿骨近位部の躯幹測定が望ましいとされている。 

 したがって、骨粗鬆症の診断を目的とする場合、DEXA 法による腰椎撮

影における大腿骨同時撮影加算の算定は認められると整理した。 

 


